
 

 

民主主義に不可欠な表現の自由。政府による放送機関への圧力問題、ヘイトスピーチ、秘密保護法

施行による情報隠しなど、表現の自由が危機的な状況にある日本。今年１２月に予定されていた国連

特別報告者の訪問が日本政府の要請により延期に。危険信号が点る日本の「表現の自由」について、

国連や国際 NGO に対して報告し働きかけてきた藤田さんをお招きし、世界の視点から日本の現状に

ついて学びます。是非お越しください。 

とき：１２月２２日（火） 

１8 時半～20 時半 

ところ：名古屋 YWCA ビッグスペース 

参加費： 500 円 

地下鉄「栄」駅 5 番出口より 

東へ徒歩約 3 分 

講師：藤田早苗さん 

（英国エセックス大学  

人権センター フェロー） 

講師紹介：日本で特定秘密保護法が成立する動きの中で、法案を英訳。国連や国際 NGO などの批判声明を引き出しま

した。これらの声明を和文に翻訳し、日本社会に提供。その後もジュネーブで開催された国連自由権規約委員会に

対し働きかけ、自由権規約委員会は国連人権基準に適合するよう特定秘密保護法を修正すべきとの勧告。 日本政

府の延期申し出により突如キャンセルとなった今年 12 月の国連特別報告者公式訪問にあたっては、事前に全国の

表現の自由を守ろうとする NGO との連絡・調整と公式訪問時の時間外通訳などアテンドをされる予定でした。 

↑特定秘密保護法に基づき、法務省が作成した「特定秘密指定管理簿」。概要、秘密指定した役人の肩書まで非公開。

主催： 秘密保全法に反対する愛知の会  
連絡先 TEL 052-910-7721  FAX 052-910-7727  
http://nohimityu.exblog.jp/ no_himitsu@yahoo.co.jp 
https://www.facebook.com/nohimityu 

当会では国連への働きかけのため引き続きカンパを募集しま
す。ご協力をお願いいたします。 
◎郵便振替口座 ※「国連働きかけ」と記載ください。 
  郵便口座番号＝00840-3-214850   

加入者名＝秘密保全法に反対する愛知の会   

↑国連「表現の自由」特別報告者デイビッド・ケイ氏

（国連webより） 

～政府による「国連特別報告者」公式訪問延期の意味～


